
函館市図書館施設要領 

                     

１．施設の概要                                

施設名 函館市図書館 

管理 【指定管理】図書館流通センター・マルエイヘルシーサービス共同事業体 

供用開始 平成 17 年（2005 年） 

施設概要 (1) 函館市中央図書館 

・所 在 地 函館市五稜郭町 26 番 1 号 

・敷地面積 11,691.81 平方メートル 

・建築面積 5,313.23 平方メートル 

・延べ面積 7,687.13 平方メートル 

・構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下 1 階地上 2 階建 

・主な施設内容 

地下：空調機械室，電気室など 

1 階：開架スペース，視聴覚ホール，事務室ほか 

2 階：レファレンスコーナー，読書テラス，閉架書庫，大研修室， 

中研修室，小研修室ほか 

屋上：屋外機，太陽光パネル 

 その他：屋外駐車場，駐輪場ほか 

・利用時間：9:30～20:00 

 

(2) 函館市千歳図書室 

・所 在 地 函館市千歳町 15 番 10号 

・敷地面積 887.95 平方メートル 

・建築面積 872.29 平方メートル 

・延べ面積 1,335.92 平方メートル 

・構  造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

・主な施設内容 

2 階：開架スペース，閉架スペース  

屋上：太陽光パネル 

・利用時間 10:00～17:00 

・そ の 他 はまなす認定こども園と併設 

 

(3) 函館市港図書室 

・所 在 地 函館市港町 2 丁目 7 番 1 号 

・敷地面積 11,902.72 平方メートル 

・建築面積 419.28 平方メートル 

・延べ面積 821.25 平方メートル 

・構  造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

・主な施設内容 開架スペースほか 

・利用時間 10:00～17:00 

・そ の 他 港 2 丁目団地集会室，デイサービスセンター港と併設 

 



(4) 函館市湯川図書室 

・所 在 地 函館市湯川町 2 丁目 40 番 13 号 

・敷地面積 2,606.45 平方メートル 

・建築面積 864.10 平方メートル 

・延べ面積 1,337.05 平方メートル 

・構  造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

・主な施設内容 開架スペース 

・利用時間 10:00～17:00 

・そ の 他 函館市湯川支所内 

 

(5) 函館市旭岡図書室 

・所 在 地 函館市西旭岡町 2 丁目 51 番地 12 号 

・敷地面積 1,221.31 平方メートル 

・建築面積 176.14 平方メートル 

・延べ面積 330.42 平方メートル 

・構  造 鉄骨造 2 階建 

・主な施設内容 開架スペースほか 

・利用時間 13:00～17:00 

・そ の 他 旭岡団地 2 丁目集会所と併設 

 

利用者数 

(貸出人数) 

R6 221,919 人 R5 228,967 人 R4 235,908 人 

R3 250,610 人 R2 234,267 人 R1 274,492 人 

イベント開

催状況等 

・絵本・紙芝居の読み聞かせ会の開催 

・絵本ふれあい事業の実施 

・市民文芸刊行事業（第 64 回市民文芸作品公募・作品集「市民文芸」刊行事業・

表彰式）の実施 

・各種講座の実施（郷土の歴史講座，初心者のための読み聞かせ講座，古文書解読

講座，図書館講座，図書館ボランティア養成講座など） 

・函館市図書館を使った調べる学習コンクール（こどもレファレンス講座など）の

実施 

・上映会の開催 

・おはなしのへやの開放 

・各種イベントの実施（こどもの読書週間イベント，秋の読書週間イベント，七夕

イベント，図書館 DE クリスマス，ひな祭りイベントなど）  など         

特記事項 特になし 

 

 

２．募集期間                                 

  令和７年８月２０日（水）から令和７年９月１９日（金）までとします。      

 

３．希望金額                                 



  希望金額は２，３００千円／年（税抜き）とします。 

  ※金額換算ができる物品や役務の提供のほか，それらと金銭を組み合わせるこ  

とができます。 

 

４．希望契約期間                                 

  決定日から令和１２年３月３１日までとします。      

 

５．愛称の条件                                

愛称については，公共図書館として認識してもらうため，「〇〇〇函館市中央図 

書館」，「〇〇〇函館市千歳図書室」，「〇〇〇函館市港図書室」，「〇〇〇函館

市湯川図書室」，「〇〇〇函館市旭岡図書室」のように，「〇〇〇」の部分に企業

名または商品名（ブランド名）等を表示することができます。なお，「〇〇〇」の

部分は全施設共通とします。 

 

６．スケジュール（予定）                               

質問書提出期限     令和７年９月２日（火）まで            

  質問，回答の公表    令和７年９月１６日（火）頃 

［市ホームページ公表］  

  応募申込書提出期限   令和７年９月１９日（金）              

  審査委員会の開催    令和７年９月               

  優先交渉権者決定    令和７年１０月               

  審査結果通知・公表   令和７年１０月                            

  契約の締結・愛称の周知 令和７年１１月               

  愛称の使用開始予定日  令和７年１２月    

 

７．担当部課                                 

函館市教育委員会生涯学習部生涯学習文化課（市庁舎５階）                     

  〒040-8666 函館市東雲町４番13号                     

  電 話 0138-21-3464                        

  e-mail syougaibunka@city.hakodate.hokkaido.jp                 

  担 当 村越，石橋                            

https://garoon.int.city.hakodate.hokkaido.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=syougaibunka%40city.hakodate.hokkaido.jp
https://garoon.int.city.hakodate.hokkaido.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=syougaibunka%40city.hakodate.hokkaido.jp

